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（資料 1）【重要事項説明書】 
 
１．事業者の概要 

法 人 名  医療法人社団 洛和会 

代 表 者  理事長 矢野 裕典 

所 在 地  京都市中京区西ノ京車坂町 9番地 

設 立  昭和４８年７月２日 

電 話 番 号  ０７５－５９３－４０７８（介護事業部） 

２．事業所の概要 

（１）事業所の名称・所在地 

事 業 所 名 洛和デイセンターウラノス 

事 業 所 所 在 地 
〒６１３－０９１６ 

京都市伏見区淀美豆町１１３３ 

電 話 番 号 等 
TEL０７５－６３３－６４００  

FAX０７５－６３１－０７０１ 

指定サービス名称 事業所番号 指 定 日 

通所リハビリテーション 京都市 第 2650980143 号 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 

 

介護予防通所リハビリテーション 京都市 第 2650980143 号 令 和 4 年 7 月 1 日 

   

   

   

通 常 の 実 施 地 域 
伏見区、久御山町、大山崎町、八幡市、長岡京市（別紙の通常

の事業実施地域図のとおり） 
（２）職員配置等 

事業所は、介護保険法に定める人員配置基準を満たしています。主な従業員の配置は以下のと

おりです。 

職 種 員数 兼 務 の 状 況 

管理者 １名 併設介護老人保健施設 管理者 兼 医師 

介護職員 ７名  

看護職員 2 名  

リハビリ職員 ３名 内１名は管理者と兼務 
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（３）営業日、営業時間、利用定員 

事業所の営業日、営業時間、利用定員は以下のとおりです。  

営業日 月曜日～金曜日 土日、年末年始 12/31～1/3 は休業します 

営業時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

サービス提供時間 午前９時００分～午後４時４５分             

利用定員 ４０名 

 
３．事業の目的 
  洛和デイセンターウラノス（以下「事業所」と言います。）が行う通所リハビリテーション事

業・介護予防通所リハビリテーション事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に

関する事項を定め、事業所の介護職員及び理学療法士等が、要介護・要支援状態にあるご利用

者に、適正な通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーション事業を提供する

ことを目的としています。 

 

４．運営方針 

（１）要介護・要支援状態の心身の特性を踏まえて利用者が、可能な限りご自宅にて有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消および

心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世

話・支援および機能訓練等の介護およびその他必要な援助を行ないます。 

（２）利用者一人一人の人格を尊重し、それぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよ

う配慮し、心身、生活機能の回復もしくは維持の為に通所リハビリテーション計画・介護予防

通所リハビリテーション計画を作成し、計画に沿った通所リハビリテーションサービス・介護

予防通所リハビリテーションサービス（以下「サービス」と言います）を提供します。 

（３）通所リハビリテーション計画・介護予防通所リハビリテーション計画に基づき目標が達成

できるよう、常に利用者の心身の状況を的確に把握し、必要なサービスを利用者の希望に沿っ

て、効果的で効率的なサービスを提供します。 

（４）サービスの実施にあたっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関、居宅介護支援事業所、地域包括支

援センターと密接な連携に努め、地域住民との交流や地域活動への参加を図り地域に根付いた

サービスを行いつつ、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。 
（５）事業所は、サービスの提供にあたっては懇切丁寧に行うこととし、利用者または家族に、

サービス提供方法等について理解しやすいように説明を行います。また、サービス提供にあた

っては、介護技術の進歩に対応し適切な介護技術を持ってサービス提供を行います。 
 

 
５．事業所が提供するサービス 

  事業所では、利用者に以下のサービスを提供しています。 
（１）サービスの概要 
① 食事の提供   
当事業所では、利用者の栄養、身体の状況および嗜好等を考慮した食事を提供します。また、 

 おいしく食べて頂くために適温に配慮した配膳を行っています。 
② 入浴サービス  
家庭用の浴槽等によって安心して入浴して頂けます。 
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③ 日常生活動作の機能訓練 
   在宅での自立した生活を促すため日常生活動作を基本とした機能訓練を行います。 
④ 健康状態チェック 
主として看護職員が健康状態のチェックを行います。 

⑤ レクリエーション 
利用者が気軽にそして楽しみながら身体を動かし、脳を働かすことのできる取組を行います。 

⑥ 送迎 
利用者のご自宅と事業所との間を専用の車輌にて送迎いたします。 

 

６．通所リハビリテーション計画書もしくは介護予防通所リハビリテーション計画書の作成と交

付 

（１）利用者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）もしくは介護予防サービス計画が作成され

ている場合には、それに沿ってご利用者の心身の状況や意向を踏まえ、管理者、介護職員、理

学療法士等が共同で、ご利用者ごとに機能訓練等の目標を達成するための具体的なサービス内

容について同意を得た上で、通所リハビリテーション計画書もしくは介護予防通所リハビリテ

ーション計画書を作成し書面を交付します。 

（２）利用者に係る居宅サービス計画もしくは介護予防サービス計画が作成されていない場合で

も、通所リハビリテーション計画書もしくは介護予防通所リハビリテーション計画書の作成を

行います。その場合には、ご利用者に対して、居宅介護支援事業者もしくは地域包括支援セン

ターを紹介する等居宅サービス計画もしくは介護予防サービス計画作成のために必要な支援を

行います。 

（３）通所リハビリテーション計画書もしくは介護予防通所リハビリテーション計画書は、管理

者、介護支援専門員の資格を有するものもしくは、介護及びリハビリテーションの提供につい

て豊富な知識、経験を有する職員に作成のとりまとめを行わせ、利用者およびその家族等に説

明を行い、同意を得た上で決定します。 

（４）利用者に係るケアプランが変更された場合、もしくは利用者およびその家族等の希望に応

じて、介護計画書について変更の必要があるかどうかを検討し、その結果、介護計画書の変更

の必要がある場合は、利用者およびその家族等と協議して、通所リハビリテーション計画書も

しくは介護予防通所リハビリテーション計画書を変更します。 

（５）通所リハビリテーション計画書もしくは介護予防通所リハビリテーション計画書を作成・

変更した場合には、利用者に説明し、同意を得た上で書面を交付します。 

 
７．サービスをご利用して頂く上での留意事項について 

（１）サービスをご利用の際には、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証およびお薬手帳を

ご提示頂きます。 
（２）事業所、設備の使用に際しては、職員の案内に従い適切にご使用頂きますよう、お願いし

ます。なお、利用者の故意または重大な過失により滅失、破損、汚損または変更した場合は、

自己の費用により現状に復するかまたは相当の代価をお支払い頂きます。 
（３）事業所内では、次の各号に該当する行為は禁止しております。 
① 喫煙 
② 他の利用者または従業者に対し迷惑を及ぼすような行為、宗教活動および政治活動、営利

活動。 
③ 必要のない金銭や財布、貴重品の持参。どうしても必要な場合は、ご相談ください。 
④ 利用者間での金品の貸借、授受。 

（４）利用者の都合により、サービスの利用を中止、変更等する場合は、原則として利用日の前

日までにお申し出ください。 
（５）従業者に対する金品等の心づけはお断りしています。 
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 従業者がお茶やお菓子、お礼の品物等を受けることも法人として禁止しております。また、金

銭・貴重品等の管理にご協力をお願いします。 
（６）ペットをケージに入れる、リードにつなぐ等の協力をお願いします。 
大切なペットを守るために、また、従業者が安全にケアを行うためにも、送迎や訪問中はリー

ドをつけて頂くか、ケージや居室以外の部屋へ保護するなどの配慮をお願いします。従業者が

ペットにかまれた場合、治療費等のご相談をさせて頂く場合があります。 
（７）事業所内で、カメラを使用し撮影する際は一言お伝えください。 
 カメラでの撮影をされる場合に、家族以外の利用者様や従業者が画像に写り込む場合には、プ

ライバシー保護のために従業者へお伝え頂き、同意を得てください。ＳＮＳ等で画像を使用す

る場合も同様にお願いします。 
（８）事業所内では、他の利用者さまの迷惑になるような行為はお控えください。 
 事業所内で、大声を出す、目的もなく歩き回る、利用者さまに不必要に声をかけるなど、従業

者がお見かけした場合は、お声かけさせて頂くこともありますので、ご協力のほどお願いしま

す。 
（９）暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 
 従業者へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関

係を築くためにもご協力をお願いします。 
 
８．サービスの利用料金 

（１）介護保険の対象となるサービスの利用料金は、介護保険法に定める単位数（基本単位数、

各種加算単位数）の合計に地域単価を乗じた額の合計額となります。 

（２）通常、利用者の負担割合は『介護保険負担割合証』に記載された割合となります。 

 なお、介護保険料の未納等による給付制限がある場合は、介護保険証に記載された負担割合と

なります。また、全額負担の場合は「サービス提供証明書」を交付します。 

（３）利用料金や内容は、その他のサービスも含め利用料金表（※別表）にて説明します。 
 
９．利用料金の支払い方法 

（１）請求とお支払い 
利用料金は原則、１ヶ月ごとに計算し翌月１５日頃までに、ご請求いたしますので、請求月の

月末までに、お支払いをお願いします。 
（２）お支払い方法 
お支払い方法は、ゆうちょ・京都銀行・その他銀行口座からの口座自動引き落としのいずれか

よりご選択ください。ご契約の際にお申し出ください。なお、口座自動引き落としの手続きが

完了するまでは、現金または振込でお支払い頂く場合があります。 
（３）口座自動引き落し日は、原則２７日となります。 

注意：引き落し日にご指定の金融機関がお休みの場合は、翌営業日が引き落とし日になりま

すので、それまでに残高不足とならないよう対応いただきますようご協力をお願いし

ます。 
（４）領収証明書の発行と文書料 
領収証は原則として再発行いたしません。但し、紛失等の理由により、利用者または身元保証

人から領収証の発行依頼があった場合には、領収証明書を発行致します。 
なお発行に際して、領収証明書発行費用として定めた額を申し受けます。 

 
１０．身元保証人の責務 

（１）当事業所をご利用される場合、利用者の家族等の身元保証人を求めますが、身元保証人が

おられない場合は事前にご相談ください。 

（２）身元保証人は、契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務について、利用者と連帯
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して履行の責任を負います。 

（３）身元保証人には、利用料の滞納や未払いがないように努める義務があります。利用料の滞

納や未払いがある場合には、身元保証人は契約書に定める極度額（50,000 円）の範囲内で、

利用者に代わって利用料のお支払いをして頂きます。 
 
１１．契約の終了について 

（１）次の場合に、契約は終了します。 
 ① 契約期間の満了日の７日前までに、解約する旨の文書を頂いた場合 
 ② 利用者が介護保険施設へ入所した場合 
③ 利用者が死亡した場合 
④ 利用者の要介護状態区分が自立と判定された場合 
⑤ 利用者が診療所や病院に１ヶ月以上入院が必要と診断された場合 
⑥ 担当の介護支援専門員からサービス利用終了の通知を受けた場合 
⑦ 利用者の要介護認定等の有効期限が満了し、資格を喪失した場合 
⑧ 事業者が、破産した場合 
⑨ 事業者が介護保険のサービス事業所としての指定を取り消された場合 

②及び⑤に該当する場合については、契約終了後１年以内に当該サービスを再利用する事

について、事業者と利用者の間で合意した場合は、終了時の契約書を有効とします。なお、

再利用時に、重要事項説明書の内容等が変更されている場合は説明し交付します。 
（２）次の場合は、契約を即時解除ができますので、お申し出ください。 
 ① 介護保険給付対象外の利用料の変更に同意できない場合 
② 正当な事由なく、契約書に定めるサービスの提供を実施しない場合 
③ 事業者や従業者（従業者であった者含む）が守秘義務に違反した場合 
④ 事業者や従業者が、故意または過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、または

著しい不信行為、その他、契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 
⑤ 他の利用者が利用者本人の身体・財産・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがあ

る場合に、事業者が適切な対応を取らない場合 
（３）次の場合、事業者は利用者に対し３０日間の予告期間をおいて、文書で通知することによ

り契約を解除することができます。 
① サービス利用料金の支払いが、正当な理由なく２ヶ月以上遅延し、支払い催告したにもか

かわらず１０日以内に支払われない場合 
② 利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業者が適切なサービスの提供の範囲を超える

と判断した場合 
③ 利用者またはその家族等が、事業者や従業者または他の利用者に対して、契約を継続しが

たいほどの不信な行為や他者への迷惑行為、従業者が行なうケアを妨げる行為等を行った場

合 
④ 利用者またはその家族等が、契約書に定める利用者及びその家族等の義務に違反する行為

を行ない、事業者からの指摘や注意に対して改善がみられない場合 
  
１２．緊急時の対応 

事業者はサービスの提供を行っている時に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要

な場合は、速やかに家族並びに主治医またはあらかじめ定められた協力医療機関等への連絡を

行う等の必要な措置を講じます。 
 
１３．協力医療機関について 

サービスをご利用中の事故や体調の悪化により医療が必要となった場合、利用者の希望によ

り下記協力医療機関に診療の依頼をすることができます。 
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   これは、下記医療機関での優先的な診療を保証するものではありません。また、下記医療機関

での診療を義務づけるものでもありません。 
＜協力医療機関＞ 

医療機関名 ：  金井病院 
所 在 地 ：  京都市伏見区淀木津町 612‐12 

 
１４．事故発生時の対応 

（１）サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族および利用者に係る居宅介護

支援事業者、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な対応を行います。 
（２）発生した事故が事業者が取り決める重大な事故の場合は、京都市その他市町村に報告しま

す。 
（３）事故原因を追究し、再発防止のための対策を実施します。また、事故発生予防を目的とし

て、関係する従業者に研修を行う等周知します。 
（４）賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を賠償します。 
 

１５．非常災害対策 
（１）事業者は、非常災害等の発生の際に、他の事業所などとの連携および協力を行う体制を整

え、事業が継続できるよう努めます。 

（２）事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害に備えるため、避難、救出その

他必要な訓練を年２回行います。 

（３）消火設備等、非常災害に際して必要な設備等を設置し災害に備えます。 

 
１６．感染症・食中毒予防および発生時の対策 

事業所の感染症・食中毒予防および発生時の対策として次のことに努めます。 
（１）感染および食中毒の予防策および発生時のマニュアルの整備と職員に対する研修の実施 
（２）従業者の健康管理およびサービスを提供するために使用する設備・備品等の衛生管理 
（３）事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な対応を行います。また、

必要に応じ市区町村等が設置する機関の助言、指導を受けて対応します。 
（４）その他感染・食中毒予防のために必要な対応を行います。 
 
１７．苦情窓口の設置について 

本サービスの提供について苦情等がある場合、以下の担当者にお申し出ください。 
  ☆苦情受付窓口…… 責任者  矢木恵利子 または 浅野剛宏 
☆受 付 時 間 ……  月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

≪事業所および通常の事業の実施地域内の行政等苦情相談窓口一覧≫ 

□ 洛和デイセンターウラノス TEL０７５－６３３－６４００ 

□ 洛和会 介護事業部 TEL０７５－５９３－４０７８ 

□ 京都府国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 TEL０７５－３５４－９０９０ 

□ 京都府 健康福祉部 介護・福祉事業課 TEL０７５－４１４－４６７８ 

□ 伏見区役所 健康長寿推進課 
  高齢者介護保険担当 

TEL０７５－６１１－２２７８ 

□ 八幡市 高齢介護課 TEL０７５－９８３－３５９４ 
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□ 久御山町 民生部住民福祉課 TEL０７５－６３１－９９０２ 

□ 大山崎町 健康課高齢介護係 TEL０７５－９５６－２１０１ 

□ 長岡京市 健康福祉部高齢介護課高齢福祉係 TEL０７５－９５５－２０５９ 

□   

☆ 事業所には「ご意見箱」を設置しております。皆様のご意見等を遠慮なく投函ください。 
 
１８．個人情報の取り扱いについて  

（１）利用者および家族等の個人情報については、医療・介護サービスの提供以外の目的では原

則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者およびその家族からあら

かじめ文書で同意を得ない限り、利用者およびその家族の個人情報を用いません。 
（２）事業所における、個人情報の利用目的は以下のとおりです。なお、医療・介護サービスの

提供以外の目的で使用する場合についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、利用者およ

びその家族の個人情報を用いません。 
● 医療・介護の提供 
  ・ 当事業所での医療サービス、介護サービス、介護予防サービスの提供 
  ・ 他の病院、診療所、薬局、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、介護サービス

事業所、介護予防サービス事業所、地域包括支援センター、行政等との連携 
  ・ 他介護サービス事業所等からの照会への回答 ･主治医等からの照会への回答 
  ・ 利用者の介護や看護、ケアプラン作成のため、医師等の意見・助言を求める場合 
  ・ サービス担当者会議 
  ・ 家族等への説明 
  ・ その他、利用者へのサービス提供に関する利用 
● 医療・介護報酬請求のための事務 
  ・ 当事業所での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 
  ・ 審査支払機関へのレセプトの提出 
  ・ 審査支払機関または保険者からの照会への回答 
  ・ 公費負担に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 
  ・ その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する医療介護報酬請求のため

の利用 
● 当事業所の管理運営業務 
  ・ 事業所運営に関する会計・経理業務 
  ・ 苦情、事故等の報告      
  ・ 当該利用者の医療・介護サービスの向上に関する利用 
  ・ その他、当事業所の管理運営業務に関する利用 （業務委託を含む） 
● 賠償責任保険などに係る、医療・介護に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出 
  等 
● 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
● 当事業所内において行われる看護師､ヘルパー､介護福祉士､社会福祉士などの実習への協力 
● 医療・介護の質の向上を目的とした学会活動、学術研究 
● 外部監査機関への情報提供 
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１９．秘密保持 

事業者および従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密

を正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密保持は、契約終了後も同様です。 

 
 
２０．人権擁護・虐待防止・身体拘束の禁止 

（１）事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保します。 

（２）サービスの提供にあたっては、利用者またはその他の利用者等の生命または緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ないません。但し、利用者

またはその他の利用者等の生命または緊急やむを得ない場合には、その様態および時間、その際

の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を事前に家族に説明・同意を得た上で実施し、そ

の経過を記録します。 
 
２１．記録の整備・保存 
（１）サービス提供に係る記録等は、契約終了の日から５年間保存します。 
（２）利用者およびその家族は、サービス提供の記録等の開示については、別途所定の手続きが

必要です。 
 

２２．暴力団の排除 
事業所を運営する法人の役員および事業所の管理者その他従業者は、暴力団員であってはなら

ず、また、その運営について、暴力団員の支配を受けません。 
 
 
２３．第三者評価について 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施の有無 なし 実施した直近の年月日  

評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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１．介護報酬告示額
①（１）通常規模型　通所リハビリテーション　基本料金（利用１回につき）

１割 ２割 ３割
要介護１ 369単位 3,892円 390円 779円 1,168円
要介護２ 398単位 4,198円 420円 840円 1,260円
要介護３ 429単位 4,525円 453円 905円 1,358円
要介護４ 458単位 4,831円 484円 967円 1,450円
要介護５ 491単位 5,180円 518円 1,036円 1,554円
要介護１ 383単位 4,040円 404円 808円 1,212円
要介護２ 439単位 4,631円 464円 927円 1,390円
要介護３ 498単位 5,253円 526円 1,051円 1,576円
要介護４ 555単位 5,855円 586円 1,171円 1,757円
要介護５ 612単位 6,456円 646円 1,292円 1,937円
要介護１ 486単位 5,127円 513円 1,026円 1,539円
要介護２ 565単位 5,960円 596円 1,192円 1,788円
要介護３ 643単位 6,783円 679円 1,357円 2,035円
要介護４ 743単位 7,838円 784円 1,568円 2,352円
要介護５ 842単位 8,883円 889円 1,777円 2,665円
要介護１ 553単位 5,834円 584円 1,167円 1,751円
要介護２ 642単位 6,773円 678円 1,355円 2,032円
要介護３ 730単位 7,701円 771円 1,541円 2,311円
要介護４ 844単位 8,904円 891円 1,781円 2,672円
要介護５ 957単位 10,096円 1,010円 2,020円 3,029円
要介護１ 622単位 6,562円 657円 1,313円 1,969円
要介護２ 738単位 7,785円 779円 1,557円 2,336円
要介護３ 852単位 8,988円 899円 1,798円 2,697円
要介護４ 987単位 10,412円 1,042円 2,083円 3,124円
要介護５ 1,120単位 11,816円 1,182円 2,364円 3,545円
要介護１ 715単位 7,543円 755円 1,509円 2,263円
要介護２ 850単位 8,967円 897円 1,794円 2,691円
要介護３ 981単位 10,349円 1,035円 2,070円 3,105円
要介護４ 1,137単位 11,995円 1,200円 2,399円 3,599円
要介護５ 1,290単位 13,609円 1,361円 2,722円 4,083円
要介護１ 762単位 8,039円 804円 1,608円 2,412円
要介護２ 903単位 9,526円 953円 1,906円 2,858円
要介護３ 1,046単位 11,035円 1,104円 2,207円 3,311円
要介護４ 1,215単位 12,818円 1,282円 2,564円 3,846円
要介護５ 1,379単位 14,548円 1,455円 2,910円 4,365円

別表　利用料金表

基本サービス費　区分 要介護度 単位 地域単価 金額
利用負担額

１時間以上２時間未満 10.55円

２時間以上３時間未満 10.55円

３時間以上４時間未満 10.55円

４時間以上５時間未満 10.55円

５時間以上６時間未満 10.55円

６時間以上７時間未満 10.55円

７時間以上８時間未満 10.55円
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②通所リハビリテーション　加算及び減算料金

１割 ２割 ３割
入浴介助加算(Ⅰ） １日につき 40単位 422円 43円 85円 127円
入浴介助加算(Ⅱ） １日につき 60単位 633円 64円 127円 190円
リハビリテーション提供体制加算（3～4時間） １日につき 12単位 126円 13円 26円 38円
リハビリテーション提供体制加算（4～5時間） １日につき 16単位 168円 17円 34円 51円
リハビリテーション提供体制加算（5～6時間） １日につき 20単位 211円 22円 43円 64円
リハビリテーション提供体制加算（6～7時間） １日につき 24単位 253円 26円 51円 76円
リハビリテーション提供体制加算（7時間以上） 1日につき 28単位 295円 30円 59円 89円
リハビリテーションマネジメント加算イ
（同意より6ヶ月以内）

1月につき 560単位 5,908円 591円 1,182円 1,773円

リハビリテーションマネジメント加算イ
（同意より6ヶ月超）

1月につき 240単位 2,532円 254円 507円 760円

リハビリテーションマネジメント加算ロ
（同意より6ヶ月以内）

1月につき 593単位 6,256円 626円 1,252円 1,877円

リハビリテーションマネジメント加算ロ
（同意より6ヶ月超）

1月につき 273単位 2,880円 288円 576円 864円

リハビリテーションマネジメント加算ハ
（同意より6ヶ月以内）

1月につき 793単位 8,366円 837円 1,674円 2,510円

リハビリテーションマネジメント加算ハ
（同意より6ヶ月超）

1月につき 473単位 4,990円 499円 998円 1,497円

事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同
意を得た場合 １月につき 270単位 2,848円 285円 570円 855円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １回につき 22単位 232円 24円 47円 70円
サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １回につき 18単位 189円 19円 38円 57円
短期集中リハビリテーション加算
退院（所）日または認定日から起算して3ヶ月以内に行
われた場合

１日につき 110単位 1,160円 116円 232円 348円

認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）
退院（所）日または認定日から起算して3ヶ月以内に週2
日を限度に行われた場合

１日につき 240単位 2,532円 254円 507円 760円

認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）
退院（所）日または認定日から起算して3ヶ月以内に月
に4回以上行われた場合

１月につき 1,920単位 20,256円 2,026円 4,052円 6,077円

中重度ケア体制加算 １日につき 20単位 211円 22円 43円 64円
生活行為向上リハビリテーション実施加算 １月につき 1,250単位 13,187円 1,319円 2,638円 3,957円
栄養アセスメント加算 １月につき 50単位 527円 53円 106円 159円
栄養改善加算 １月につき 200単位 2,110円 211円 422円 633円
重度療養管理加算 1日につき 100単位 1,055円 106円 211円 317円
若年性認知症利用者受入加算 １日につき 60単位 633円 64円 127円 190円
科学的介護推進体制加算 1ヶ月につき 40単位 422円 43円 85円 127円
移行支援加算 1日につき 12単位 126円 13円 26円 38円
退院時共同指導加算 1回につき 600単位 6,330円 633円 1,266円 1,899円

業務継続計画未実施減算
所定単位数の100

分の１

高齢者虐待防止未実施減算
所定単位数の100

分の１

送迎減算 片道につき -47単位 -496円 -49円 -99円 -148円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １月につき
所定単位数の

86/1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １月につき
所定単位数の

83/1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） １月につき
所定単位数の

66/1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） １月につき
所定単位数の

53/1000

③介護予防通所リハビリテーション　基本料金（利用１回につき）

１割 ２割 ３割

要支援１ 2,268単位 23,927円 2,393円 4,786円 7,179円
要支援２ 4,228単位 44,605円 4,461円 8,921円 13,382円

サービス内容 単位 地域単価 金額
利用負担額

10.55円

10.55円

所定単位数により変動します

所定単位数により変動します

所定単位数により変動します

所定単位数により変動します

所定単位数により変動します

所定単位数により変動します

サービス内容 単位 地域単価 金額
利用負担額

介護老人保健施設併設
介護予防通所リハビリテーション費

10.55円
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　　（通所リハビリテーション） 1日につき所定単位数を加算します。
　　（予防通所リハビリテーション） 1月につき所定単位数を加算します。

〇短期集中リハビリテーション実施加算

医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者に対してその退院（所）日又は認定から起算して3月以内の期間に、一週につきおお
むね2回以上、一日あたり40分以上実施することで、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、一日につき所定単位数に加算されま
す。

〇認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ・Ⅱ）　※Ⅱについてはリハビリテーションマネジメント加算を取得している場合に限る
【Ⅰ】　認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医
師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、イについてはその退院（所）日又は通所開始日から起算して3ヶ月以内の期間に１週間に２日
を限度として、20分以上のリハビリテーションを個別に実施した場合に算定されます。
【Ⅱ】 　【Ⅰ】に加え、ご利用者の居宅を訪問し、生活環境の把握し通所リハビリテーション計画書を作成する。また、居宅における応用的動
作能力や社会適応能力の評価を行い、その結果をご利用者とご家族へと伝えること。1ヶ月に4回以上実施することで、につき、所定単位数
に加算します。

中重度ケア体制加算

　利用延人数のうち要介護３以上の利用者の割合が30％以上で、看護職員を１名以上配置し、基準人員よりも常勤換算で２名以上の介護
職員又は看護職員を配置した場合に、全利用者を対象に1日につき所定の単位数を加算します。

生活行為向上リハビリテーション実施加算　　※リハビリテーションマネジメント加算を取得している場合に限る
加齢や状態低下などで、生活行為（排泄、入浴、調理、買物、趣味活動等の行為）が低下したご利用者に対して、生活行為の向上ができる
ように目標を立て、自宅の中や地域での様子を踏まえた計画を作成し、実施計画に沿ったリハビリテーションを行うことによって、生活活動能
力の向上を支援した場合に6か月に限り算定可能。居宅でのご利用者の応用動作能力や社会適応能力の評価を行い、ご利用者とご家族と
共に日常生活が継続できるようにすることを目的としております。

〇栄養アセスメント加算

事業所の従業者として、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置。
利用者ごとに管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者または家族に
対して結果を説明し、相談等に必要に応じ対応する。利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、
当該情報その他栄養管理の適切かつ有効実施のために必要な情報を活用した場合に算定されます。

○栄養改善加算

低栄養状態にある利用者またはそのおそれのある利用者に必要に応じ居宅を訪問し、低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施され
る栄養食時相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持または向上資すると認められるものを行った場合、３月以内の期間に
限り１月に２回を限度として、１回につき加算します。

○重度療養管理加算　※予防は除く

要介護３～５で厚生労働大臣が定める状態にある利用者に計画的な医学的管理を継続して行う、療養上必要な処置を行った場合に加算し
ます。

○若年性認知症利用者受入加算　　

　若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合、

科学的介護推進体制加算

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働
省に提出し、必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供す
るために必要な情報を活用している場合に加算します。

〇移行支援加算

評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、ADLやIADLの向上により指定通所介護等を実施した者の割合が、3％を超えている
こと
通所リハビリテーションの利用の回転率が、「12月÷平均利用延月数≧27%」であること
評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等に
より、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること
リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提
供すること
上記の要件を満たした場合に加算します。

〇退院時共同指導加算

退院時に、通所リハビリテーションの医師または理学療法士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、利用者の
初回リハビリテーションを実施した場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算します。

〇業務継続計画未実施減算

感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整理、非常災害に関する具体的計画の策定を行うところ、感染症もしくは災害のいずれか、ま
たはその両方における業務継続計画がさくていされていない場合、所定の単位数の1/100に相当する単位数を減算します。  
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⑥利用料金の計算方法（共通）
　＊加算は利用者によって異なります。

２．介護保険の給付対象とならないサービス
①日常生活にかかる費用及びレクリエーション参加費

食事代 １食につき 600円

おやつ代 １食につき 110円 （税込：税率10％）

レクリエーション・行事参加費 １回につき 実費

おむつ代（紙おむつ）（税込） １枚につき 165円 （税込：税率10％）※紙おむつ等は、持参を基本としています。

おむつ代（パット）（税込） １枚につき 35円 （税込：税率10％）

その他

②その他費用
サービス内容 単位 金額

領収証明書発行費用 １通につき 1,650円 （税込：税率10％）

実費 ※利用者の事情により必要となる日用品や
嗜好品等の実費については、利用者の
負担となります。

　領収書の再発行できません。但し、サービス利用の支払いにする領収書紛失等の理由により、利用者又は利用者代理人から領収証明
書の発行依頼をいただいた場合には、領収証明書を発行します。なお、発行に際しては、文書料として、一通につき1,650円(税込)を申し
受けます。

　別途所定単位数の合計に、53/1000（5.3%）の単位数を、1月につき加算します。
　（計算方法）：「１月あたりの総単位数」×　1.0%
　　　　　　　　　　※1月あたりの総単位数とは、基本サービス費に各種の加算及び減算を加えたもの。
　　　　　　　　　　　また、各種の加算及び減算に当該加算は含まれません。

　サービス料金総額＝｛基本サービス費の単位＋他該当する各種加算及び減算｝×地域単価(10.55円)
　※1月あたり、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)（4.7％）並びに介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)（2.0％）が加わります。
　利用者負担額はサービス料金総額の1割または２割、もしくは3割となります。
　※留意事項　介護保険被保険者証で、給付制限の項目に記載がある場合、利用負担額の割合が３割
　または、全額を支払いいただくことがあります。

サービス内容 単位 金額

　別途所定単位数の合計に、83/1000（8.3%）の単位数を、1月につき加算します。
　（計算方法）：「１月あたりの総単位数」×　2.0%
　　　　　　　　　　※1月あたりの総単位数とは、基本サービス費に各種の加算及び減算を加えたもの。
　　　　　　　　　　　また、各種の加算及び減算に当該加算は含まれません。
○介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)　　　　　　※予防を含む

　別途所定単位数の合計に、66/1000（6.6%）の単位数を、1月につき加算します。
　（計算方法）：「１月あたりの総単位数」×　1.0%
　　　　　　　　　　※1月あたりの総単位数とは、基本サービス費に各種の加算及び減算を加えたもの。
　　　　　　　　　　　また、各種の加算及び減算に当該加算は含まれません。
○介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)　　　　　　※予防を含む

〇送迎減算

　通所リハ事業所に、利用者自身、もしくは家族による送迎で通う場合に、片道につき所定の単位数を減算をします。

○介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)　　　　　　※予防を含む

　別途所定単位数の合計に、86/1000（8.6%）の単位数を、1月につき加算します。
　（計算方法）：「１月あたりの総単位数」×　4.7%
　　　　　　　　　　※1月あたりの総単位数とは、基本サービス費に各種の加算及び減算を加えたもの。
　　　　　　　　　　　また、各種の加算及び減算に当該加算は含まれません。
○介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)　　　　　　※予防を含む

〇12月超減算

利用開始月から12月を超えて利用される場合、所定の単位数を減算します。ただし、下記の要件を満たす場合は減算なしとなります。
(要件）3か月に1回以上リハビリテーション会議を開催し、情報共有を図るとともに、状態に合わせて適切に計画書を見直していること。また、リハビリ
テーション計画書の情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、その情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するた
めに必要な情報を活用している場合。

〇高齢者虐待防止未実施減算

虐待の防止またはその再発を防止する為の措置を講じるところ、虐待の発生又はその再発を防止する為の委員会の開催や指針の整備、研修実施の
ほか、担当者を定めること等を講じられていない場合、所定の単位数の1/100に相当する単位数を減算します。
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（資料２）【契約書】 
 
（契約の目的） 
第１条   
１ 事業者は、介護保険法等関係法令及び本契約書に従い、利用者に対し、可能な限り居

宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、このサ

ービスを提供します。 
２ 事業者は、サービス提供にあたっては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利

用者の立場に立って適切な方法によって行い、利用者の心身の状況、その置かれている

環境の把握に努め、利用者の要介護・要支援等の状態区分、利用者の居宅サービス計画

（ケアプラン）等に沿って、通所リハビリテーションサービス計画書等を作成し、これ

に従って、利用者に対しサービスを提供します。 
３ 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、事業者に対し利用料を支払い

ます。 
 
 
（契約期間） 
第２条   
１ 本契約の契約期間は、利用者の要介護認定等の区分に応じて、次のとおりとします。 
（１）要介護認定を受けた者 契約日から要介護認定の有効期間満了日まで 
（２）要支援認定を受けた者 契約日から要支援認定の有効期間満了日まで 
（３）介護予防を受けた者 契約日から１年間 
（４）前３号に掲げる者以外の者 契約日から１年間 
２ 契約期間満了日の７日前までに、利用者から事業者に対して文書による契約終了の申

し出がない場合、本契約は、利用者の契約期間満了日の翌日における要介護認定等の区

分に応じて、第１項各号にしたがった契約期間で更新されるものとします。 
 
（通所介護計画の決定・変更） 
第３条  

１ 事業者は、利用者に係る（介護予防）居宅サービス計画、介護予防ケアマネジメント

計画（以下「ケアプラン」という。）が作成されている場合には、それに沿って通所リ

ハビリテーションサービス計画書、介護予防通所リハビリテーションサービス計画書

（以下「サービス計画書）という。）を作成します。 

２ 事業者は、利用者に係るケアプランが作成されていない場合でも、サービス計画書の

作成を行います。その場合に、事業者は、利用者に対して、居宅介護支援事業者又は地

域包括支援センターを紹介する等ケアプラン作成のために必要な支援を行うものとしま

す。 

３ 事業者は、サービス計画書について利用者及びその家族等に対して説明し同意を得た

上で決定し、交付するものとします。 

４ 事業者は、利用者に係るケアプランが変更された場合、又は、利用者及びその家族等

の要請に応じて、サービス計画書について変更の必要があるかどうかを調査し、その結

果、サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、サービス計画書を変更す

るものとします。 
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５ 事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、速やかに介護支援専門員に

連絡するなど必要な援助を行います。 

 
 
（介護保険給付対象サービス） 
第４条  
 事業者は共用事業所の提供を行い、サービス計画書に沿って、利用者に対し入浴・排

泄・食事等の介護サービス、健康管理、リハビリ及び、介護予防その他介護保険法令に

定める必要な援助、サービスを提供します。 
 
 

（介護保険給付対象外のサービス） 
第５条  
１ 事業者は利用者との合意に基づき、以下のサービスを提供します。 
（１）食事及びおやつ 
（２）事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供、レクリエーション行事 
（３）おむつ等 
（４）領収証明書の発行 
（５）日常生活上必要なもので、利用者の負担が適切なもの 
２ 前項のサービスについて、その利用料金が生じる場合は、利用者が負担するものとし

ます。 
３ 事業者は第１項各号のサービスの提供について、必要に応じ利用者の家族等に分かり

やすく説明するものとします。 
 
 
（利用料金） 
第６条  
１ 利用者は、要介護度に応じ、第４条に定めるサービスの対価として、介護保険法に定

められた給付割合に基づく自己負担額を事業者に支払うものとします。但し、利用者が

要介護認定、要支援認定、介護予防・日常生活支援総合事業対象者認定を受けていない

場合には、介護保険給付額も含め全額を支払うものとします。 
２ 第５条に定めるサービスについては、利用者は重要事項説明書（別紙１）に定める所

定の料金を支払うものとします。 
３ 前２項に定めるサービス利用料金は、支払方法について事業者より説明を受けた上で

事業者が指定する方法で支払うものとします。 
４ 事業者は、利用者から料金の支払いを受けた場合は、利用者に対し領収証を発行しま

す。 
 
（利用料金の変更） 
第７条   
１ 前条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険法の改正があった場合、事

業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 
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２ 前条第２項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化等やむを得ない事

由がある場合、事業者は利用者に対して１ヶ月の予告期間を置き、当該サービス利用料

金を相当な額に変更することができます。 
３ 利用者は、前項の変更に同意できない場合には、本契約を解除することができます。 
 
 
（身元保証人） 
第８条  
１ 事業者は、契約に際し利用者に対して身元保証人を求めます。 
２ 身元保証人は、本契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、利用者と

連帯して履行の責任を負います。 
３ 身元保証人が前項に基づき保証する保証債務の極度額は各 50,000 円と定めます。 
 
 
（事業者の義務） 
第９条  
１ 事業者はサービスの提供に当たり、利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮する

ものとします。 
２ 事業者はサービス提供に当たり、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。 
但し、利用者又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を

可能な限り事前（事前にすることができない場合には事後速やか）に家族に説明・同意

を得た上で実施し記録します。 
３ 事業者は、利用者が介護認定の更新申請を円滑に行えるよう援助します。 
 
 
（利用者又はその家族等の義務） 
第１０条   
１ 利用者は、機能訓練室及び共用事業所、敷地等をその本来の用途に従って使用するも

のとします。 
２ 利用者は、事業所、設備の使用に際し、故意又は過失により滅失、破損、汚損又は変

更した場合は、自己の費用により現状に復するか又は相当の代価を支払うものとします。 
３ 利用者及びその家族等は、事業所内で次の各号に該当する行為をしてはならないもの

とします。 
（１）喫煙 
（２）事業者の従業者（以下、単に「従業者」といいます。）又は他の利用者に対し、迷

惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと 
（３）サービスの利用にあたって必要のない金銭、財布、貴重品、その他トラブルの原因

となる物品等の持ち込み 
（４）利用者間での金品の貸借、授受、その他トラブルの原因となる行為 
（５）被撮影者の同意のない写真又は動画の撮影 
４ 利用者は、サービスの利用を中止、変更等する場合は、利用日の前日までに申し出る

ものとします。 
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５ 利用者及びその家族等は、従業者が利用者を送迎等するために利用者の自宅等を訪問

している間、飼育するペットをケージに入れる、リードにつなぐ等の対応により、従業

者に一切の危害が及ばないようにしなければならないものとします。 
６ 利用者及びその家族等は、従業者に対して次の各号に該当する行為をしてはならない

ものとします。 
（１）個人的な金品の交付 
（２）暴言、暴力、ハラスメント等を伴う一切の行為 
 
 
（契約の終了） 
第１１条   
１ 本契約について、次の場合はその当該期日をもって終了するものとします。 
（１）契約期間満了日の７日前までに、利用者が事業者に解約を文書で通知した場合 
（２）第１２条に規定された事由により、利用者が事業者に解約を通知した場合 
（３）第１３条に規定された事由により、事業者が利用者に解約を文書で通知した場合 
（４）利用者が死亡した場合 
（５）利用者が介護保険施設に入所した場合 
（６）利用者の要介護状態区分が、自立と認定された場合 
（７）利用者の要介護認定等の有効期限が満了し、資格を喪失した場合 
（８）利用者が医療機関に１ヶ月を超えて入院する場合又は入院すると見込まれる場合 
（９）利用者の担当介護支援専門員からサービス利用終了の通知を受けた場合 
（１０）事業者が介護保険のサービス事業所としての指定を取り消された場合 
（１１）事業者が破産した場合 
２ 前項第５号及び第８号に該当する場合については、契約終了後１年以内に、当該サー

ビスを再利用することについて、事業者と利用者の間で合意した場合は、終了時の契約

書を有効とします。なお、再利用時に、重要事項説明書（別紙１）の内容等が変更され

ている場合は説明し交付します。 
 
 
（利用者からの解約） 
第１２条  
 利用者は、本契約について、次の場合は、事業者に通知する事で即時解約できるもの

とします。 
（１）介護保険給付対象外の利用料の変更に同意できない場合 
（２）事業者又は従業者が正当な事由なく、契約書に定めるサービスの提供を実施しない

場合 
（３）事業者又は従業者（従事者であった者）が守秘義務に違反した場合 
（４）事業者又は従業者が、故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つける

等著しい不信行為をするなど、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 
（５）他の利用者が利用者本人の身体・財産・信用等を傷つけたり、傷つけられたりする

おそれのある客観的に合理的な理由があるにもかかわらず、事業者が適切な対応を取

らない場合 
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（事業者からの解約） 
第１３条  
 事業者は次の事由に該当した場合、利用者又はその家族等に対し３０日間の予告期間

をおいて、文書で通知することにより、本契約を解除できるものとします。 
（１）利用者が利用料を２ヶ月以上滞納し、事業者が利用者に対して滞納額を支払うよう

催告したにもかかわらず１０日以内に利用料の全額の支払いをしない場合 
（２）利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業者が適切なサービスの提供の範囲を

超えると判断した場合 
（３）利用者又はその家族等が、事業者や従業者又は他の利用者に対して、契約を継続し

がたいほどの不信な行為や他者への迷惑行為、従業者が行なうケアを妨げる行為等を

行った場合 
（４）利用者又はその家族等が、第１０条に規定する利用者及びその家族等の義務に違反

する行為を行ない、事業者からの指摘や注意に対して改善がみられない場合 
 
 
（契約解除の際の援助） 
第１４条  
 事業者は、契約が終了し利用者が希望する場合には、利用者及びその家族の希望、利

用者が利用終了後におかれる環境等を勘案し、在宅生活の継続・維持に必要な援助を行

います。 
 
 
（賠償責任） 
第１５条  
 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により、利用

者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 
 
 
（秘密保持・個人情報の保護） 
第１６条  
１ 事業者及び事業者の従業者は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提

供にあたって知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしません。 
２ 事業者は、従業者が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう必要な措置を講じます。 
３ 事業者は、別紙２に定める利用目的で個人情報を利用するものとし、利用者の個人情

報を用いる場合は利用者の、利用者の家族の個人情報を用いる場合は利用者の家族の同

意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用

いません。 
４ 第１項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律（いわゆる「高齢者虐待防止法」）に定める通報ができるものとし、

その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 
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（苦情処理） 
第１７条  
１ 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け

付ける窓口（重要事項説明書（別紙１）に記載）を設置して適切に対応するものとしま

す。 
２ 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱い

もいたしません。 
 
 
（サービス提供の記録） 
第１８条   
１ 事業者は、サービス提供に関する記録を作成することとし、これを本契約の終了後５

年間保存します。 
２ 利用者は、所定の手続きにより、当該利用者に関する第１項のサービス実施記録の開

示申し立てができるものとします。 
 
 
（裁判管轄） 
第１９条  
 利用者及び事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、京都地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを予め合意します。 
 
 
（本契約に定めのない事項） 
第２０条   
１ 利用者及び事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 
２ 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊

重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。 
 
 
 

（以下余白） 
 

 


